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「食事バランスガイド」について  

「食事バランスガイド」作成の目的  

平成12年3月に文部省（当時）、厚生省（当時）、農林水産省により「食生活指針」が策定さ  

れ、それを受けて食に携わる関係者の取組方針を定めた「食生活指針の推進について」が閣議決  

定されるなど、心身ともに健康で豊かな食生活の実現に向けた普及■啓発が進められてきた。  

食生活指針は、多様な視点からの望ましい食生活について、広く国民にメッセージを伝えたも  

のであるが、まだ十分に国民に知られるものとはなっていない。また、食生活指針をより実効性  

のあるものにするためには、毎日の生活の中で一人一人が自らの食生活とつなげて、自分の課題  

を見出し、具体的な行動に結び付けることを目的とした情報やツールを提供することが不可欠で  

あるが、十分な対応ができていなかった。  

また、生活習慣病予防を中心とした健康づくりという観点からは、野菜の摂取不足、食塩・脂  

肪のとり過ぎ等の食生活上の問題、男性を中心とした肥満者の急速な増加などに対し、食生活指  

針を普及することにより、より多くの人々に栄養・食生活についての関心や必要な知識を身につ  

けてもらい、食生活上の課題解決や肥満の改善に結びつけてもらうことが必要である。   

さらに、食生活に関する情報が社会に氾濫する一方、人々の価値観が多様化し、忙しい生活を  

送る中で毎日の食事が大切であることすら忘れがちとなってきている。   

このような中で、先に食育基本法（平成17年法律第63号）が成立したところであるが、食  

育基本法はこうした現状に警鐘を鳴らし、国に対しても「食」に関する施策の強化・充実を求めて  

いると言える。   

こうしたことから、食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとして、「何を」「どれだけ」  

食べたらよいか、という「食事」の基本を身に付けるバイブルとして、望ましい食事のとり方や  

おおよその量をわかりやすくイラストで示したものを策定することとし、厚生労働省健康局及び  

農林水産省消費・安全局の共催により、フードガイド（仮称）検討会を平成16年12月24日に  

立ち上げて以来、議論を重ねてきた。   

「食事バランスガイド」は、誰もが親しみやすいものになることを目指して策定したものであ  

り、一人一人が自分自身又は家族の食生活を見直すきっかけになるものとして、より多くの方々  

に活用されることが重要である。そのためには、国をはじめ、地方公共団体、食品生産者・事業  

者、管理栄養士・栄養士、その他の保健医療福祉活動の専門家、地域における食生活改善推進員  

等が連携して、普及活用の取組を進めていく必要がある。とりわけ、一般の人々が日々の食べ物  

を購入・消費する小売店、外食の場等で日常的に活用されることが必要である。   

このような取組を進めることにより、「バランスのとれた食生活の実現」が図られ、国民の健  

康づくり、生活習慣病の予防、食料自給率の向上に寄与することが期待される。（図1参照）  
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3 「食事バランスガイド」の内容等について   

（1）「食事バランスガイド」の名称及びキャッチフレーズについて  

フードガイド（仮称）検討会では、国民誰にとってもわかりやすい日本語の表現の名称  

をということを基本に、世界的にも、「フードガイド」という言葉が、「何を」「どれだ  

け」食べたらよいかを示すイラストの一般的な呼称となっていることから、この言葉を中  

心としながら名称についての検討を進めた。  

検討会においては、今回のフードガイドの目的を端的に表すキーワードとして「／くラン  

ス」という言葉を含んではどうかという意見が多く出たこと、回転することにより初めて  

バランスが確保される“コマ”の型を採用したことも踏まえ、名称には「バランス」という青葉を入れ  

ることとした。また、食品単品の組み合わせではなく、料理の組合せを中心に表現することを基本  

としたことから、rフード」ではなく、個々人の食べる行為とその対象物をも意味する「食事」という  

言葉を用いることとした。  

以上のことを踏まえ、日本版のフードガイド固有の名称としては、「食事／くランスガイ  

ド」とすることとした。  

本検討会では、「食事バランスガイド」の名称に加え、キャッチフレーズについても議論  

がなされ、数多くの提案がなされた。しかし、今後、様々な場面で柔軟に活用されることを  

第一に考え、「食事バランスガイド」の趣旨に反しない範囲で使用する主体が自由にキャッ  

チフレーズを付けることができることとした。2で示した「食事バランスガイド」には、「あ  

なたの食事は大丈夫？」というキャッチフレーズを一例として示しているが、例えば、「ひ  

とめで分かる食事の目安！」「健康的な日本型食生活実践術！」等、使用する目的と対象者  

に合わせた展開が期待される。   

（2）「食事バランスガイド」の料理区分  

「食事バランスガイド」の料理区分としては、主食、副菜、主菜、牛乳■乳製品、果物の5   

つとする。食生活指針においても、「主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」という   

項目が挙げられていること、主食、主菜、副菜という分類は、ごはんを中心におかずを組み合   

せるという伝統的な日本の食事パターンと一致するものであることから、このような料理区分   

を基本とすることとした。牛乳・乳製品については、主菜に含まれるものとして整理するとい   

う考えもあったが、飲料として摂取される場合が多く、カルシウムの主要な供給源という観点   

から、個別に整理することとした。  

それぞれの区分に含まれる料理等については、以下のとおりである。   

① 主食には、炭水化物等の供給源であるごはん、パン、麺㌧パスタなどを主材料とする料理  

が含まれる。   

② 副菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維等の供給源である野菜、いも、豆類（大豆を除  

く。）、きのこ、海藻などを主材料とする料理が含まれる。   

③ 主菜には、たんばく質等の供給源である肉、魚、卵、大豆及び大豆製品などを主材料とす  

る料理が含まれる。   

④ 牛乳・乳製品には、カルシウム等の供給源である牛乳、ヨーグルト、チーズなどが含まれ  

る。   

⑤ 果物には、ビタミンC，カリウム等の供給源であるりんご、みかんなどの果実及びすいか、  

いちごなどの果実的な野菜   

が含まれる。  
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なお、油脂・調味料については、主食・主菜・副菜の区分における各料理の中で使用されているも  

のであり、別に区分を設けての整理はしないこととした。   

（3）表現の方法  

① 料理で表したことについて（図2参照）  

栄養素、食品、料理等の分類方法としては、j）栄養素レベルでは、食事摂取基準として、   

「エネルギー、炭水化物、たんばく質、脂質、ビタミン、ミネラル、電解質」といった分類、   

ii）食品群としては、日本食品標準成分表による、「穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘   

味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂  

類、菓子類、時好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類」といった分類、iii）6つ   

の基礎食晶による、「第1類（魚、肉、卵、大豆）、第2類（牛乳、乳製品、骨ごと食べら   

れる魚）、第3類（緑黄色野菜）、第4類（その他の野菜、果物）、第5類（米、パン、め   

ん、いも）、第6類（油脂類）」といった分類、iv）6つの基礎食晶の第1類と第2類を「赤」、  

第3類と第4類を「緑」、第5類と第6類を「黄色」とする3色分類などがある。  

今回、作成する「食事バランスガイド」については、一般の人々にとってのわかりやすさ、   

なじみやすさ、外食等での表示のしやすさ等を考慮し、区分ごとに何をどれだけ食べるかと  

いったことを「料理」で表現することとした。  

② 表現の期間を1日単位としたことについて  

「食事バランスガイド」の表す数量としては、1食単位、1日単位、それ以上の期間が考  

えられる。「食事／くランスガイド」を活用して実際の食事を組み立てる際には、1食毎の判   

断・選択も必要であるが、多くの人にとっては1日を単位としてバランスを考えることが実   

際的であることから、本ガイド上に示されたイラストと文字情報によって、1日にとるおお  

よその量を料理として表現することとした。  

なお、エネルギーの摂取と消費のバランスや各種栄養素等の適正量を摂取するという観点   

からは、1日のみの食事で判断するのではなく、より長期的・習慣的な摂取を併せて考慮す  

る必要がある。  

③ 対象について  

基本形としては、「成人」を対象とする。  

基本形において想定しているエネルギー量は、おおよそ2200±200kcalであって、   

ほとんどの女性、身体活動レベルの低い男性がここに含まれる。したがって、ここに含まれ   

ない身体レベルが普通以上の男性成人や高齢者等については、この基本形を基にしながら、   

実際に活用する際には各料理区分における「つ（SV）」の幅の調整を行うこととする。その具体   

例については、本報告書中のrⅡ「食事バランスガイド」の活用について」を参照のこと。  

さらに、「食事バランスガイド」をより効果的に活用するために、生活習慣病予防の観   

点から、特に、30～60歳代の男性の肥満者、単身者、子育てを担う世代に焦点を絞って  

その活用方法を示した。  
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